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検討項目 

「首都圏７大学の経営改善の取組状況及び 

施設管理運営業務、図書館運営業務の現状と課題について」 

３．国立大学法人 お茶の水女子大学 

委員等のコメント 

●施設管理業務の包括化を検討した結果、「管理経費が上乗せされ割高となると

の結論を得た」とのことであるが、一度、専門の業者入れて、個々の事務に｢先

生｣ではかけられないプレッシャーでコストカットの指示をだしてもらって

整理すると、次回からは大幅なコストカットが実現する。必ずコストダウン

できるはずなので、もう少し研究された方がいいのではないか。 

●施設管理業務の包括化発注については、業務のまとめ方によっては高くつく

場合もあるが、いろいろと経験を積むことにより、効率化が図れるのではな

いか。 

●施設警備については、一定の評価基準を超えた場合は翌年度以降も引き続き

契約を行っているとのことであるが、これでは複数年度契約のメリットが出

ない。調達改善は、まず規模のメリットを活かすことと競争が機能する環境

を整備することが必要。複数年度契約は契約規模を大きくするひとつの手段

であり、法人化により債務負担行為という予算上の制約から脱した点を活用

すべきだ。 

●エレベーターの保守などの保守点検業務については、設置メーカーは安全性

を売り込んでくるが、メーカー系の保守会社のみが安全性を確保できるとは

限らない。 

●保守点検業務の選定基準に「官公庁等への実績」を入れると新規参入を阻害

してしまう。施設管理は市中のビルと変わらないはず。 

●随意契約の少額基準が 500 万円というのは高すぎるのではないか。随意契約

を行なう具体的な理由が正当化できることが重要。金額基準以下の場合は複

数者からの見積もりをとっているといっても、いつも同じ業者の見積もりで

は意味がないので競争させる工夫が重要。 

●仕様書の中には、新規事業者が参入しづらい項目が入っている場合が多いの

で、仕様書の中味を点検する必要があるのではないか。 

●営繕コストについて、業者が固定していることが多いので厳しくチェックを
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すると削減できる場合が多い。経営協議会のメンバー等外部の人で建設関係

のコネクションのある人に相談するとかなり予算の削減が可能なので、活用

してみてはどうか。 

●教室等の学会や試験等への貸出しはどの程度の収益となっているのか。館山

や志賀高原の施設の外部利用が進んでいる点は評価する。 

●図書館運営業務の効率化を考える場合に、「教育研究と密接している業務」

ということを大前提としてしまうと、それ以上民間委託の議論ができなくな

る。教育研究との密接度を個々の事務ごとに整理することが重要。 

●飲料販売機の業者を見直す公開入札で１社に絞ると大幅に収入が増加する。

生協との関係の問題はあるが、１社となると契約金を受け取れるし、１本あ

たりのマージンも増加し、また、希望する他者の製品も置いてくれる。 

●経費の節減は１校のみで行なうことには限界がある。他大学と提携して行え

ば、規模のメリットが得られるので、特定の分野でやれるものがないか、検

討してみてはどうか。 

●運営費交付金が厳しく削減される中で、一般管理費を削減していくことは重

要なこと。その手法として、公共サービス改革法の民間競争入札の活用も考

えられるのではないか。効率化して削減できた分、教育研究費にも充てられ

るのではないか。 

 


